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１ 総括 

１－１ 事業概要 

 生活困窮者自立支援法の施行に伴い、座間市でも平成２７年４月より生活困窮者自立支

援事業（以下、「本事業」という。）に取り組んでいます。 

本事業は、「生活困窮者自立支援指針」に基づき、必須事業である自立相談支援事業と住

居確保給付金の支給に、任意事業の子どもの学習支援事業を加えた３事業により開始しま

した。平成２７年４月、新規相談件数１１件で始まり、平成２８年度においては２０件を

下回る月は無く、徐々に本事業の取り組みは拡大しています。 

また、平成２８年度には、任意事業である家計相談支援事業も開始しました。 

更に、平成２９年度には新たな任意事業である就労準備支援事業も行う予定となってい

ます。こうした状況から、本事業の実績をまとめ、状況整理や課題の抽出をはかり、更な

る本事業の発展に資するため、本報告書を作成しました。 
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１－２ 平成２８年度 総括 

“「チーム座間」の生活困窮者自立支援”の萌芽 

平成２７年度は基盤整備のために新規相談件数・就労支援に注力しながら、支援実績を

積み重ねてきました。 

 平成２８年度は１年目の実績・取り組みを基盤としながら、地域のNPO法人や社会福祉

法人との連携による協働の拡大、無料職業紹介事業の推進等に取り組みました。 

７月からは任意事業である家計相談支援を座間市社会福祉協議会への委託により開始し

ました。 

９月・１１月には地域の取り組みと協働し、フードドライブにも取り組みました。 

 又、地域づくりの取り組みとして介護保険：地域支援事業の生活支援体制整備の協議体

について、生活支援コーディネーターと主任相談支援員が連携し推進してゆく体制を作り

ました。 

引き続き生活援護課が主管する生活保護制度と生活困窮者自立支援事業が連携し、生活困

窮者の自立支援のための重層的なセーフティネットを強化してゆく事が必要ですが、 地

域の取り組みと一体となった“「チーム座間」の生活困窮者自立支援”という本市ならでは

の特徴の芽生えを感じた一年でした。 

 

２ 相談支援実績 

２－１ 自立相談支援 

新規相談支援件数（本人未特定の相談を含む） 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年間
合計

24 21 33 27 26 26 27 20 20 35 23 32 314

11 11 15 15 10 15 14 9 7 20 14 20 161

11 9 15 12 14 9 12 9 12 13 6 10 132

2 1 3 0 2 2 1 2 1 2 3 2 21

0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 7

2 0 2 4 2 2 3 1 2 1 2 1 22

2 2 5 5 4 1 4 3 5 5 4 5 45

5 1 13 7 7 10 2 6 2 6 4 8 71

5 4 2 5 4 3 6 2 1 8 5 4 49

1 2 0 1 2 1 1 0 3 3 2 4 20

7 9 6 4 5 4 2 3 6 6 1 7 60

2 3 4 1 2 3 8 3 1 6 4 3 40

相談受付総数

う
ち

性

男性

女性

不明

年齢

～10代

20代

30代

40代

50代

60～64歳

65歳～

不明
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 平成２８年度の新規相談の受付総数は３１４件でした（平成２７年度は２４０件）。 

相談者の男女別の割合では、男性の方がやや多くなっており、女性の相談者の１．２倍

程度の件数となっています。 

 年齢別では、４０代が７１件（約２３％）と最も多く、次いで６５歳以上（約１９％）

となっています。最も少ないのは１０代（約２％）ですが、これは主たる相談者（世帯主）

となるケースが少ないことによるもので、生活困窮が世帯としての課題であることから、

実際の支援対象者としては少なくない割合であると考えられます。 

  

 

 

53
%

40
%

7%

性

男性 女性 不明
2%
7%
14%

23%

16%
6%

19%

13%

年齢
～10代

20代

30代

40代

50代

60～64歳

65歳～

不明
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当初相談経路 

 

 

 

 当初相談経路として、庁内では生活援護課の生活保護担当からの紹介が４７件と最も多

くなっています。生活援護課内に本事業の窓口を設置している利点を生かしている形であ

り、次いで他部署である広聴人権課、介護保険課となっています。庁外では社会福祉協議

会からの紹介が３３件で最多です。これは家計相談支援事業を委託していることもあり、

連携を密にしているためです。次いで、ハローワーク厚木、地域包括支援センターとなっ

ています。賃貸保証会社・不動産関係等、居住に関する関係者からの相談が増えてきた事

も特徴です。 

 

プラン策定状況 

① 初回プラン 

 

 

　本人自ら連絡（来所） 68 生活援護課（生活保護） 47
　本人自ら連絡（電話・メール） 19 広聴人権課 26
　家族・知人から連絡（来所） 4 介護保険課 20
　家族・知人から連絡（電話・メール） 7 国保年金課 3

　関係機関・関係者からの紹介 206 建築住宅課 2

　その他 10 市民税課 1
収納課 4
戸籍住民課 2
障がい福祉課 3
福祉長寿課 1
健康づくり課 5
子ども育成課 1
子ども政策課 3
青少年課（青少年相談室） 2
教育研究所 1
社会福祉協議会 33
ハローワーク厚木 11
地域包括支援センター 8
民生委員 1
保護司 1
検察庁　 1
横浜刑務所　 1
賃貸保証会社 3
不動産関係 3
介護事業者 3
医療機関 3
高等学校等 2
子育て支援センター 1
市外ＮＰＯ等 4
その他 10

206計

庁内

庁外

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年間
合計

3 0 4 4 2 10 4 4 6 14 20 7 78

3 0 4 4 1 12 4 4 6 13 19 7 77

0 0 0 0 0 3 3 0 3 4 7 1 21

3 0 4 4 1 9 1 4 3 9 12 6 56

1 0 3 2 1 9 1 4 5 6 4 3 39

支援調整会議実施ケース数

支援決定・確認件数

う
ち

支援決定あり

確認のみ

プラン期間中の一般就労を目標にしている
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② 再プラン（2回目以降プラン、延べ件数） 

 

 

 継続的に支援していくことが必要な相談者に対してはプランを作成します。プランにつ

いては、支援調整会議により内容を確認し、法に基づく事業が支援内容に含まれている場

合は各事業の支援決定を行っています（上掲の図表のうち「支援決定あり」）。 

 平成２８年度中盤からプラン作成や支援調整会議の実施方法を変更したことにより、プ

ラン作成件数は増加傾向にあります。 

 

 

支援実績（支援実施延べ回数） 

 

 

 支援実績の内訳は上掲のとおりで、平成２８年度の延べ件数は４，５１１件です。「電話

相談・連絡」が最も多く、次いで「面談」、「訪問・同行支援」となっています。面談や訪

問の回数が増加すると、その前後のやり取りとして電話相談が増えると考えられます。複

合的な課題を抱える相談者の増加に伴い、関係機関との調整のための事務（会議、電話照

会、協議）が増えてきています。 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年間
合計

1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 7 4 17

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 4 15

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 11

支援調整会議実施ケース数

支援決定・確認件数

う

ち

支援決定あり

確認のみ
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新規支援決定者の状況 
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 自立サポート担当では、経済的困窮にとどまらない広い概念として「生活困窮」を捉え

ており、社会的孤立等の生活課題に関するあらゆる相談を断らず、まずは受け止めるよう

にしています。 

一方で、新規支援決定者の属性を集計すると「経済的困窮」であるケースが突出してお

り、依然として「生活困窮」の中心的課題となっています。次いで、「家計管理の課題」、「（多

重・過重）債務」、「病気」「住まい不安定」の順序となっており、これらは経済的困窮の要

素を成していると考えられます。また、一人の相談者が単一の課題（属性）のみを抱えて

いるケースはほとんどなく、一人当たり平均 4.3個の課題を抱え、複合的な課題から生活困

窮状況が生じている事を示しています。 

このため、複雑な生活困窮状況の整理をしながら、困窮状態の解消策を探っていくとい

った相談が増えています。 

 

２－２ 就労支援 

 

 就労者数の総数は８２人となっており、人口１０万人当たりの就労者数（月平均）は５．

３人になります。この人口１０万人当たりの就労者数で比較すると、座間市の５．３人は

神奈川県内の自治体では最も高い数値です。 

初年度と比べ、ハローワークとの連携がスムーズになってきたことや、無料職業紹介事

業等、就労支援方法が増えてきたこと、困窮状態が極まる前に早めに相談につながり、就

労に向けた支援ができるようになってきたことが要因と考えています。 

これらの点から、就労支援においては一定の結果が出てきており、更なる支援体制の強

化と就労後のフォローといった点が今後の課題です。 

平成２８年度は隣市の社会福祉法人による公益事業であるユニバーサル就労の取り組み

と無料職業紹介事業が連携し、長期に一般就労経験のない方への支援を実施し、ユニバー

サル就労での訓練と並行しながら、無料職業紹介事業によるオーダーメイドの求人で就職

を果たすケース等、取り組み・連携が深まってきました。 

平成２９年度からは就労準備支援事業を実施する予定であるため、現状の事業とのスム

ーズな連携と相乗効果の創出も目指します。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年間

合計

3 3 10 10 4 3 9 8 8 6 11 7 82

1 3 2 4 2 3 4 3 6 2 8 3 41

6 3 3 4 1 0 1 0 0 0 0 2 20

2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 9

うち就労支援対象プラン作成者分

増収者数（総数）

うち就労支援対象プラン作成者分

就労者数（一般就労総数）



~ 8 ~ 
 

  

 

  

３ 住居確保給付金 

 

 

住居確保給付金については、件数は月ごとに数件程度で大きな増減がありません。これは、

住宅
喪失者

おそれ
者

単身 ２人
３人
以上

30歳未
満

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～64
歳

1ヶ月以
内

1ヶ月超
3ヶ月以
内

3ヶ月超
6ヶ月以
内

6ヶ月超
1年以内

１年超
2年以内

４月 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 44,300

５月 14 5 5 0 5 4 1 0 0 2 0 2 1 0 3 2 0 0 2 70,000

６月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 235,000

７月 9 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 164,000

８月 8 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4 156,000

９月 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 118,000

１０月 7 2 2 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 165,900

１１月 5 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 171,000

１２月 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 196,000

１月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 189,000

２月 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 140,000

３月 8 2 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 35,000

合計 71 18 18 0 18 9 6 3 1 6 5 4 2 3 7 6 2 0 41 1,684,200

③うち年齢別 ④うち失業期間別

当初申請 当該月の延べ人数（世
帯）および支給額

支給済額
（円）

受給者数
（世帯）

②うち世帯別
相談
件数

①うち住居状態別

　合　　計（①＝②＝③＝④）

支給決定件数

申請
件数
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要件に合致しないケースがあり、相談のみで支給に至らない相談者が多いことも一因とな

っています。制度周知とともに早期に相談へつなげる事が課題です。 

 

４ 家計相談支援事業 

家計相談支援件数 

 

支援方法 種別 

 

家計相談支援事業は、平成２８年７月から実施しています。先に見た「新規支援決定者

の状況」においても「家計管理の課題」が大きな割合を占めており、一口に経済的困窮と

いっても、収入の増加でなく収支の管理の仕方に改善の糸口がある場合が少なくありませ

ん。原則、初回相談時から家計相談支援員が相談に同席することで、“生活困窮要因を見つ

けるのが早くなる”、“家計の状況が目に見えることで課題解決に向けた整理がつきやすく

なった”、“家計相談から様々な課題が見つかることもあり、相談者の状況を複合・複眼的

に把握できるようになった”等の効果がありました。 

 

 

５ 子どもの学習支援事業 

直営で子ども健全育成支援員を配置し、生活保護世帯を含む生活困窮者世帯の子どもや

養育者である親に対し、日常生活や社会生活に関する支援、不登校、育児不安に関する養

育支援、その他の支援を行っています。 

 具体的には地域の学習支援ボランティアの実施する学習支援の場に対象者をつないだり、

社会的なかかわりを目的として関係機関に同行し孤立解消を図る等、社会的に孤立した生

活困窮世帯を子どもへの支援を通じて地域の社会資源に繋ぐ支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
0 4 2 1 0 3 12 1 23

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
電話相談・連絡 0 10 10 13 26 27 21 35 15 157
訪問・同行支援 0 3 2 4 6 8 8 5 10 46
面談 0 17 29 20 15 17 20 19 17 154
所内会議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支援調整会議（プラン策定） 0 0 1 1 3 2 1 4 4 16
支援調整会議（評価実施） 0 0 0 0 0 0 2 4 1 7
他機関との会議（支援調整会議以外） 0 0 1 0 0 2 4 0 2 9
他機関との電話照会・協議 0 1 4 0 1 4 9 8 7 34
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６ その他の主な取り組み 

 

・地域福祉の推進、食品ロスの削減、生活困窮者の自立支援の観点から、市内NPOと連携

し、福祉まつり（９月）、市民ふるさとまつり（１１月）でフードドライブを実施しました。 

 

・市民自主企画講座（生涯学習課）を実施した市内 NPO団体からの依頼により、講師をつ

とめました。 

「知ってほしい 今、身近にある貧困～食の大切さフードバンク～」 

平成２８年１０月７日(金)、１４日（金）、２１日（金）、２８日（金） 

会場：サニープレイス座間 ３階研修室 

１０月７日（金）・２８日（金）に講師をつとめました。 

 

・栗原地域包括支援センターからの依頼により「第１回座間市高齢者虐待防止 早期発見・

見守りネットワーク連絡会」にて講師をつとめました。 

「第１回 座間市高齢者虐待防止 早期発見・見守りネットワーク連絡会」 

 “地域の心配事・困り事を解決するには” 

平成２９年２月２８日（火） 

会場：栗原コミュニティーセンター 

 

・一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワークからの依頼により取り組み報告等を 

 行いました。 

「事例発表」 

第１回 生活困窮者自立支援全国ネットワーク実践研修 

平成２８年６月１０日（金）～１２日（日） 

会場：アットビジネスセンター池袋駅前別館 606会場 

※６月１０日（金）に支援事例を発表  

 

「取組報告」 

第３回 生活困窮者自立支援全国研究交流大会 

平成２８年１１月１２日（土）・１３日（日） 

会場：川崎市教育文化会館/１日目全体会 

   慶應義塾大学 日吉キャンパス/２日目分科会 

※２日目分科会８“自立支援のための家計相談支援活用術―めざせ必須事業！”で 

 家計相談支援事業の取組について報告 

 


